
タクシーサービスの将来ビジョン小委員会報告書（概要）

「総合生活移動産業」への転換が必要

公共交通機関としてのタクシーサービスを中心に、公共交通機関としてのタクシーサービスを中心に、多様なニー多様なニー
ズにきめ細かく対応し、ズにきめ細かく対応し、高い高い利用者満足利用者満足（ＣＳ）（ＣＳ）をを実現する公共的実現する公共的
色彩の強い色彩の強い総合生活移動産業への転換が必要総合生活移動産業への転換が必要

そのためには・・・

○○ 公共交通機関としての使命である公共交通機関としての使命である
安全・安心な輸送サービスの提供安全・安心な輸送サービスの提供

公共交通機公共交通機
関としての関としての

タクシータクシー
サービスサービス

<日本の顔・地域の顔>
ビジット・ジャパン・キャンペーンとの連携
（外国人観光客が最初に接する日本人）

地域の観光の担い手

<交通弱者の移動手段>
高齢者・障害者等の移動の足

<専属コンシェルジェ>
１～数名の利用者の移動に快適な

時間と空間を提供する
専属のコンシェルジェ的な役割

<地域密着型生活支援サービス>
福祉タクシー、育児支援輸送、便利
屋サービス等、地域・利用者ニーズ
に対応した多様かつ高度なサービ
スの提供

○ 輸送の安全及び
運転者の質の確保・向上

・運転者の要件の見直し

○ 利用者が選択できる環境整備

・サービス内容等の情報提供ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ作成

・事業者・運転者ランク制度のｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ作成

・乗り場の差別化（禁煙乗り場等）

・安全マネジメントの導入

・運行記録計(ﾀｺｸﾞﾗﾌ)の導入地域の拡大

○ 事業者

・顧客ﾆｰｽﾞ順応型ｻｰﾋﾞｽの展開

・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ分析の向上

・ＧＰＳ－ＡＶＭシステムの導入促進（配車効率化による空車走行の削減）

・乗り場の管理の適正化（駅の入構に関するルール作り等）

○ 行政

・事業者の経営努力を後押しする取り組み

・地域の実情に応じた仕組みの構築

〈 主 な 施 策 案 〉

交通政策審議会交通政策審議会

タクシーに期待される役割、その社会的重要性は高いものの、
マイカーの普及等により、輸送人員が減少し続けており、このまま
だと産業としての衰退が懸念される。

【現在のタクシー】

地理試験の合格等を要件とする運転者登録
制度については、現在、東京と大阪のみに導入
されているが、輸送の安全と利用者利便の確
保・向上の観点から、運転者登録制度のあり方
を見直した上で、その導入地域の拡大を図る。

・輸送の安全の確保を大前提として、・輸送の安全の確保を大前提として、

輸送サービスの質の確保・向上輸送サービスの質の確保・向上

・輸送の安全のより確実な確保・輸送の安全のより確実な確保

○○ 多様化・高度化するニーズに対応多様化・高度化するニーズに対応
したサービスの提供促進したサービスの提供促進

○○ 渋滞・環境問題への対応渋滞・環境問題への対応

現状認識

基本方針

【総合生活移動産業】

・運転者登録制度の導入

二種免許の他、事故歴、講習等の要件化

・運行管理制度の徹底、監査の強化、
行政処分の厳格化

<地域社会の安全・安心の貢献>
深夜のエスコートサービス、子供１
１０番等、地域社会の安全・安心に
最もきめ細かく対応したサービスを
提供可能

平成１８年７月７日取りまとめ
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〈登録事項〉

１．氏名、生年月日、住所

２．タクシー事業者名及び

住所

３．第二種運転免許の種類、

番号、有効期限

４．登録年月日

タクシー運転者登録に関する一連の手続きについて（東京・大阪タクシーセンター）

①

合 格

あ り

な し

② ③

（一定の運転者経歴）

申請前２年のうち、

通算90日以上の

ハイ・タク経歴



新規登録

・

運転者証

の交付

新規登録

・

運転者証

の交付

【一定以上の違反行為による処分】

登録事項の
変更の届出

登録事項の
変更の届出

登録の取消し

（最大２年間）

登録の取消し

（最大２年間）

一定期間の

登録の効力停止

一定期間の

登録の効力停止

新 規 登 録 後 の 流 れ

登録事項に変更があった場合



タクシー業務適正化特別措置法に基づく
運転者登録制度の見直し

タクシー業務適正化特別措置法に基づく
運転者登録制度の見直し

見 直 し の 方 向

★ 対象地域の拡大

★ 輸送の安全の確保の観点を追加

当面、流し営業中心の政令指定都市程度を想定（現行は東京・大阪のみ）

検討の視点

目 的

輸送の安全・サービスの質の確保・向上

背 景

【流し営業の特性】

① 利用者による選択性が低い（事前にサービス水準、運賃額が分からない）

② 運転者の裁量性が高い（輸送の安全、サービス水準の太宗が運転者任せ）

③ 事業者と運転者の関係は請負契約的色彩が強い（賃金体系が基本的に歩合給）


